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添付資料 14 その他関係図面（都市計画図、土砂法の範囲、風致地区の範

囲、考慮すべき日照時間） 

 

 【添付図面】 

  ・図１４－１ 沼津市都市計画総括図 

  ・図１４－２ 東駿河湾広域都市計画図 

  ・図１４－３ 土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の指定状況 

  ・図１４－４ 風致地区の指定状況 

  ・図１４－５ 考慮すべき日照時間 

 

 【添付資料】 

  ・資１４－１ 都市計画決定資料（ごみ焼却施設の変更） 

  ・資１４－２ 都市計画決定資料（用途地域の変更） 

 

 【添付図面に関する説明】 

  〇沼津市都市計画総括図 ≪図１４－１、図１４－２≫ 

   図１４－１は沼津市都市計画ごみ焼却場（一般廃棄物処理施設）の都市計画総括図です。都市

計画決定範囲の詳細については資１４－１及び資１４－２をご確認下さい。 

 

  〇土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の指定状況 ≪図１４－３≫ 

   現在、事業範囲内には、土砂災害防止法の警戒区域及び特別警戒区域が存在します。都市

計画法第 33 条第８号では、「自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開

発行為以外の開発行為にあっては、 ～略～ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七号）第九条第一項の土砂災害特別警戒区域 ～

略～ その他政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと」と

規定されていることから、当該事項については、今回の土地利用事業にも適用されます。そ

のため、本市の敷地造成工事にて斜面対策工を実施し、事業範囲内における土砂災害特別警

戒区域の解除を行います。  

   なお、静岡県との協議にて、斜面対策工を実施することにより、事業範囲内の土砂災害特

別警戒区域は解除される見込みであり、当該区間の区域変更のため、令和 8 年度以降に静岡

県が指定解除のための現地調査を行なう予定です。 
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  〇風致地区の指定状況≪図１４－４≫ 

   図１４－４は事業用地周辺の風致地区の指定状況です。事業範囲内については、風致地区の指 

定はありません。 

 

  〇考慮すべき日照時間≪図１４－５≫ 

   図１４－５は、事業用地周辺の民家が、冬至の日に日陰になる時刻を示したものです。新中間 

処理施設の建設後においても、同等の日照時間を確保するものとして下さい。 

 





東駿河湾広域都市計画図
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